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１．原子力規制検査とは
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原子力規制検査の特徴

１．検査対象は事業者の全ての安全活動であり、検査したい施設や活動や情報に自由
にアクセスできる。 （フリーアクセス）

２．より多くの時間を安全上重要なものの検査に使うとともに、実際の事業者の活動
を現場で確認する。 （リスクインフォームド、パフォーマンスベースト）
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原子力規制検査は、福島第一原子力発電事故の教訓等を踏まえた見直しを行い、
令和２年４月から実施している新たな検査制度



重要度評価
安全上の重要度で分類

実用炉では 軽微に分類

原子力規制検査
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検査指摘事項等

基本検査（日常検査、チーム検査）追加検査

特別検査 事業者の
安全活動の改善
（更なる安全性向上）

赤 黄 白 緑規制措置

行政指導
改善状況の報告 等

措置命令
許可取消 等

監
視
程
度
に
合
わ
せ
た

結果等を事業者へ通知、併せて広くホームページで公表
検査結果、評定結果及び年間検査計画を通知し公表する。

個別事項の重要度評価を活用し、監視領域のパフォーマンスの
劣化状況を評価するなどして、プラントごとに総合的に評価

２．原子力規制検査の流れ

必要な場合は追加検査を
実施する。 次

年
度
検
査
の
実
施

総合的な評定（年１回）



３．令和７年度 検査計画

（１）区分

【１，２号機（廃止措置中）】

• 令和７年度の原子力規制検査は、基本検査を行うこととする。

【３，４号機（運転中）】

• 令和７年度の原子力規制検査は、基本検査を行うこととする。

（２）検査計画

日常検査 ： 原子炉起動・停止、放射線被ばく管理 等
計１５３サンプル

チーム検査 ： 品質マネジメントシステムの運用 等
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４．令和７年度 原子力規制検査の状況

• 第Ⅰ四半期、第Ⅱ四半期の原子力規制検査において、指摘事項はなかった。

• なお、指摘事項には至らないが、第Ⅰ、第Ⅱ四半期において次の事象が発生しており、九州
電力が報道発表している。

作業員による微量の放射性物質の体内への取り込み、

主蒸気隔離弁ベント弁からの僅かな蒸気漏れ、

主蒸気系統の圧力計の不具合、

原子力発電所構内における「3つの光」の確認
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3号機作業員による微量の放射性物質の体内への取り込み
定期検査中、原子炉容器上部ふた手入れ作業を実施していた作業員1名が微量の放射性物質を体内
に取り込んだ。内部被ばく量は0.01mSvと法令報告値の5mSvより小さかった。防護具を脱衣する際に綿
手袋に付着したと推定。作業後は綿手袋の取替等の対策を実施。

3号機主蒸気隔離弁ベント弁からの僅かな蒸気漏れ
定期検査中、主蒸気系の弁の１つから僅かに蒸気が漏えい。弁内部に水を噴射して異物を除去。

3号機主蒸気系統の圧力計の不具合
調整運転中、圧力計の一つが正しい値を示さず、運転上の制限を逸脱。原因は、圧力計センサ製造時
に溶接部の極微細な経路から高圧側の封入液が低圧側に漏れたため。

4号機主蒸気隔離弁ベント弁からの僅かな蒸気漏れ
上記の3号機と同じ事象。対策として、異物低減策の実施、高温降圧状態での開閉操作しない、検査に
使用する弁の位置を変更するとともに、次回定検時には新たに弁を追加する方針。

原子力発電所構内における「3つの光」の確認
本年7月26日21時頃、発電所正門守衛所付近で警備員が、飛行体が発する３つの光を確認、九州電力
が核物質防護情報として原子力規制委員会に通報。佐賀県警は航空機との見間違いの可能性が高いと
したものの、最終的な特定に至っていない。

九州電力は事案を受け、通報のあり方（即時性、正確性）や情報連携、対外公表のあり方などにかかる
７つの課題について検討を進めるとともに、暗視スコープの配備拡充、投光器の配備などの対策を実施。

検査指摘事項ではないが、令和７年度に九州電力が報道発表した事案

参考１
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原子力規制検査の対応区分（実用炉）
参考２
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第５区分第４区分第３区分第２区分第１区分区分

監視領域における
活動目的を満足し
ていないため、プラ
ントの運転が許容
されない状態

事業者が行う安全
活動に長期間にわ
たる又は重大な劣
化がある場合

事業者が行う安
全活動に中程度
の劣化がある状
態

事業者が行う安
全活動に軽微な
劣化がある状態

事業者の自律的
な改善が見込め
る状態

施設の状態

施設の許認可、技
術基準その他規制
要求または命令の
違反が複数あり、
悪化している場合
等

が２
or
が１
or

繰返しなど

が３
or
が１
or

繰返しなど

が１か２のみ評価基準

・基本検査
・追加検査３
（1000～2000時間目安）

・基本検査
・追加検査２
（200時間目安）

・基本検査
・追加検査１
（40時間目安）

・基本検査のみ
（事業者の是正処置）

検査項目

赤黄白緑

白 黄

事業者による対応 規制機関による対応 監視領域の劣化
複数又は繰返しの
監視領域の劣化

許容できない
パフォーマンス



参考３
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参考４
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